
平成３１年度 由布市地域づくり団体交流連携事業実施要領 

 

１ 事業目的 

   「地域づくり」には、けん引役となる地域のリーダーの養成や地域住民の共通理解が不可欠

です。同時に、地域づくりを支援する行政や NPO 等の支援者のスキルアップも求められてい

ます。 

   本事業では、先進地視察を通じて「地域づくり」についての取組み事例を学び、他の地域や

団体との意見交換など、地域と地域の交流、地域と産学官の連携で「地域に新しい風」を吹き

込むことにより、まちづくりの気運を醸成し、地域づくりのけん引役となる地域づくりリーダ

ーや地域住民及び市職員等が、地域経営の課題や解決策を共有しながら、5 年、10 年後に活

きる地域づくりの方向性を示していくことを目的としています。 

 

２ 事業概要 

 （１）県外視察研修 

   鹿児島県鹿屋市の柳谷町内会（通称：やねだん）を研修先とし、市民公募研修参加者及び市

職員による視察研修（3 泊 4 日）を実施 

 （２）地域経営・円卓会議 

   研修参加者による、県外研修前後の目標設定及び課題の共有等を行う 

 （３）拡大版地域経営・円卓会議 

   研修参加者の在住（出身）地域での研修結果の報告及び共有等を行う 

 （４）地域経営フォーラム 

   研修参加者及び市内の各種まちづくり団体等、市全体での事例発表及び取組の報告等を行う 

 

３ 研修応募要件 

   次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

 （１）由布市に住所を有し、地域づくりに意欲を持ち、かつ、在住（出身）地域の自治委員が適

任者であると推薦する者。 

 （２）事業概要にある（１）から（４）の事業に参加できる見込みの者。 

 （３）研修を通じて、学んだことを地域内で共有し、積極的に地域づくりに努めることについて

意欲を持つ者。 

 

４ 研修場所 

   鹿児島県鹿屋市串良町上小原４６９４－２ 柳谷公民館 他  



５ 研修内容 

 （１）やねだん故郷創世塾（主催：鹿児島県鹿屋市柳谷町内会 後援：鹿児島県・鹿屋市） 

～やねだん（鹿児島県鹿屋市柳谷町内会）とは～ 

  鹿児島県大隅半島に位置する鹿屋市串良町にある人口３００人ほどの集落。「行政に頼ら

ない地域づくり」を旗印に、住民協働による地域づくりに取り組む自治会（通称：やねだん） 

自治公民館を中心に、休耕地を利用した特産品の開発や地域教育などを行い、住民が主体と

なり、自ら稼ぐ地域づくりに成功した事例。その取組は、全国的にも注目されており、国内

外から年間５〃０００人もの視察者が訪れている。 

 

 （２）やねだん故郷創世塾とは 

平成１９年にスタートした故郷創世塾は〃毎年５月と１１月の年２回開催。これまでの卒塾

生は全国に 1,034 人が誕生。 

地域再生には「良きコーディネーター」・「良きリーダー」が不可欠。特に企画力・演出（ア

ドリブ）力・財務力そして「人間力」養成は「一生の宝」。 

やねだん合宿形式では超講師陣・卒塾生の「講義」〃現場主義発想の実体験を行います。 

 

 （３）主なカリキュラム 

①民ありて自分あり〃そして奉仕の精神から生まれる本物の感動とは何かを学びます。 

②地域づくりについて〃地域住民や行政との役割分担について学びます。 

③エコポットにトライ（古紙リサイクル）～古紙と水でできる地球に優しい植木鉢～ 

④故郷創世塾を鹿児島県が後援して 12 年経過〃卆塾生は 1,000 名を突破。この記念を節

目に三反園訓県知事を表敬訪問します。 

 

６ 研修日程及び定員等 

研修内容 研修日程 応募期限 定員 

やねだん 

第 25 回故郷創世塾 

2019/5/17～ 

2019/5/20 

２０１９年 

４月２６日（金） 

３名 

やねだん 

第 26 回故郷創世塾 

2019/10/11～ 

2019/10/14（予定） 

２０１９年 

８月３０日（金） 

３名 

 

７ 募集方法 

   由布市ホームページ、由布市市報及び自治委員会議等で募集する。 



８ 研修参加申込方法 

   参加を希望する者は、「平成３１年度由布市地域づくり団体交流連携事業研修参加申込書兼

同意書（別紙様式１）」に必要事項（別紙様式１の下部にある自治区推薦書欄に記入と押印も

必要）及び「平成３１年度由布市地域づくり団体交流連携事業事前レポート（別紙様式２）」

を記入のうえ、由布市役所総合政策課又は各庁舎地域振興課地域振興係まで提出してくださ

い。 

 

９ 研修参加者の決定 

   研修参加の可否にかかわらず、書面により通知します。定員を超えて応募があった場合は、

別紙様式１及び別紙様式２に記載された内容等を勘案し選考します。 

 

１０ 研修参加費用 

 （１）研修参加費用無料 

   （講師料、宿泊代、朝・昼・夕食代、記念写真代、アート指導料、書籍資料代 他） 

 （２）参加に掛かる交通費無料 

   （由布市公用車を使用） 

 （３）由布市職員等の旅費に関する条例に準じ、日当（一日あたり２〃０００円）を支給 

 （４）その他、身の回りに必要な物等は、実費負担となる場合があります。 

 

１１ その他 

 （１）研修参加決定後に参加出来なくなった場合は、早急に連絡してください。 

 （２）天災地変や研修先の都合等により、研修が延期又は中止となる場合があります。このよう

な場合は、研修者に対してお知らせします。 

 
 

問い合わせ・申込先（事務局） 

〒879-5498 由布市庄内町柿原３０２番地 

由布市役所総合政策課（又は各振興局地域振興課地域振興係）担当：八川 

ＴＥＬ：097-582-1111（内線 1243） Ｆ：Ｘ：097-582-3971 

Ｅmail：seisaku@city.yufu.oita.jp HP: http://www.city.yufu.oita.jp 
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